
東三河広域連合第９期介護保険事業計画の策定に係る御意見等の募集について 

 
■ 御意見等の募集対象 

  東三河広域連合第９期介護保険事業計画（素案） 

 
■ 御意見等の募集期間 

  令和５年 11 月 22 日（水）から令和５年 12月 22 日（金）まで【必着】 

 

■ 御意見等の提出方法 

  所定の様式に提出日、住所、氏名、連絡先及び御意見等を御記入の上、次のいずれかの方

法で御提出ください。電話や来庁による口頭での受付はできませんので、御了承ください。 

郵 送 
〒440—0806 豊橋市八町通二丁目 16 番地（豊橋市職員会館５階） 

東三河広域連合 介護保険課 総務グループ宛て 

電子メール kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp 

ファックス 0532-26-8475 

持 参 
東三河広域連合 介護保険課（豊橋市職員会館５階）へ持参 

（受付日時：土曜日・日曜日・祝休日を除く午前８時 30 分～午後５時 15 分） 

 

■ 素案の閲覧場所 

・ 東三河広域連合のホームページ（https://www.east-mikawa.jp/）【閲覧のみ】 

・ 東三河広域連合 介護保険課（豊橋市職員会館５階）【提出も可】 

・ 東三河広域連合構成市町村の介護保険課窓口（下表参照）【閲覧のみ】 

 

■ 御意見等への対応 

いただいた御意見等は、本計画策定の参考とさせていただきます。 

なお、御意見等に対する個別の回答は行いませんが、御意見等の募集結果については後日、

東三河広域連合のホームページに掲載します。 

 

■ 問合せ先 

東三河広域連合 福祉事業部 介護保険課（豊橋市職員会館５階） 

電話：0532-26-8459・8460 電子メール：kaigohoken@union.higashimikawa.lg.jp 

豊橋窓口 豊川窓口 蒲郡窓口 新城窓口 

豊橋市役所 東館３階 

長寿介護課内 

豊川市役所 本庁舎１階 

介護高齢課内 

蒲郡市役所 本館１階 

長寿課内 

新城市役所 本庁舎１階 

高齢者支援課内 

田原窓口 設楽窓口 東栄窓口 豊根窓口 

田原市役所 北庁舎１階 

高齢福祉課内 

設楽町役場 

町民課内 

東栄保健福祉センター 

福祉課内 

豊根村役場 

住民課内 

介護保険事業計画は、介護保険法に基づき、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施

のための計画として保険者が３年ごとに定めるものであり、東三河地域（豊橋市、豊川市、

蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村の８市町村）においては、東三河広域

連合が策定します。この度、令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間とする「第

９期介護保険事業計画」の素案がまとまりましたので、皆様にお示しするとともに、その

内容について御意見等を募集します。 
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